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　札幌市とノーステック財団では、市内発のウェルネスビ
ジネスのさらなる拡大と、市民に広く寄与するウェルネス
の取組の推進を目的として、ビジネスコンテストを開催し
ます。
　最優秀賞（ビジネス部門）受賞者には支援金を贈呈する
ほか、地域のネットワーク等を駆使したハンズオン（伴走）
支援等を行います。
　誰もが生涯健康で活躍できる社会を目指して、その実現
に向けたビジネスモデル・アイデアをお待ちしています！

支援金

100万円
贈呈!!

最優秀賞



募集内容

審査基準

応募資格
※右の項目を
全て満たすこと

アイデア部門ビジネス部門

また、両部門とも以下に該当する場合にはより高い評価となります。

健康・医療分野の研究開発の観点で特段に優れた内容を含んでいるもの

札幌市が掲げるウェルネス推進の取組と親和性が高く、市民への大きな寄与が期待されるもの

地域振興や産業振興の観点で、特段に優れた内容を含んでいるもの

市民のウェルネスに寄与するビジネスモデル

主に以下の観点で審査を行います。

技術や製品としての優位性・独自性1
事業計画の妥当性2
成長性･将来性(資金調達計画や持続可能性も含めて評
価します)

3

ウェルネス分野において､市民が利用できる製品･サー
ビスのプロトタイプあるいは上市済みの製品･サービス
を有していること。

市内に本社または活動拠点を有する、法人格を有する
企業(※)･団体及びそれらに所属するプロジェクトチー
ム､もしくは、個人事業主。

最終審査のコンテスト及び表彰式に会場参加できること

みなし大企業を除く中小企業基本法第2条第1項に規定される中
小企業を対象とします。

※

市民のウェルネスに寄与するビジネスアイデア

主に以下の観点で審査を行います。

アイデアの新規性1
事業計画の具体性2
成長性･将来性3

ウェルネス分野において市民の利用を想定した、製品･
サービスのアイデア(既に商品化したりプロトタイプが
できている場合は対象外となります)を有すること。

市内に活動拠点を有していること､または市内の教育機
関等に通学していること(※)。

最終審査のコンテスト及び表彰式に会場参加できること

社会人･学生は問いません。ただし､企業として参加の場合は､み
なし大企業を除く中小企業基本法第2条第1項に規定される中小
企業を対象とします。

※

募集及び審査

所定のエントリーシート（ビジネス部門またはアイデア部門）をダウンロードし､応募期間中に以下の提出先E-mailアドレスへ提出してください。

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団)研究開発支援部 E-mail:kenkyu@noastec.jp

応募方法

応募開始 応募締切
17:00まで受付

書類審査
※審査後に全応募者へ結果を通知

(札幌市中央区北1条西1丁目)
会場：札幌市図書･情報館

事前説明会 最終審査及び表彰式6/2 7/31 12/178月 10月
スケジュール

最終審査対象者(ファイナリスト):ビジネス部門4者程度、アイデア
部門3者程度を予定

書類審査を通過したファイナリストは､公開プレゼンテーション審査
として、審査委員とオーディエンスの前で7分間のプレゼンテーショ
ンを行っていただきます。

最終審査の結果に基づき､以下の賞を選定、表彰いたします。

最優秀賞は令和8年11月末までに、事業の進捗、支援金の使途につ
いて報告書を提出いただきます。

最終審査1

表彰2

最優秀賞 ビジネス部門から1名···支援金100万円贈呈

研究開発賞

ビジネス部門からそれぞれ1名

ウェルネス賞 アイデア賞

アイデア部門から1名

最終審査及び表彰について

問い合わせ先
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
(ノーステック財団)研究開発支援部(小原･花房)
E-mail:kenkyu@noastec.jp TEL:011-708-6392

事業計画の課題解決のための専門家相談等のハンズオン支援

札幌市･ノーステック財団が主催･共催するウェルネス関連のイベント
等における製品･サービス等の実証機会の提供
協業､協力を希望する企業等からのサポートを受けられるよう働きかけ

ビジネス部門で最優秀賞を受賞した場合1

応募内容から親和性があると判断した札幌市･ノーステック財団が主
催･共催するイベントや事業の紹介など

その他の場合2

いずれも面談等での協議の上行います。実施は必須､確約するものではござい
ません。

※
受賞者､ファイナリストに対して､下記の支援を行います

受賞者に対する支援内容


